
都市計画道路網の見直しについて
～新たな都市計画道路網（案）の策定～

令和2年(2020年)7月22日 
箕面市みどりまちづくり部まちづくり政策室

新たな都市計画道路網（案）を以下のとおりとする。
具体的なルートの位置を示した資料（縮尺1/2,500）はp2～p8。
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凡例 内容 路線名

都市計画上の幅員を
狭くする路線

①田村橋通り線（中央線以北）、②田村橋通り線（中央線以南）、
③桜井石橋線（瀬川新稲線以東）

新規に計画する路線 ④萱野東西線～国文都市４号線間、⑤山麓線～茨木箕面丘陵線間

都市計画から削除
する路線

⑥桜井石橋線（瀬川新稲線以西）

《見直しの対象路線一覧》
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※代表的な幅員のみ記載
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⑥桜井石橋線
（瀬川新稲線以西）

③桜井石橋線
（瀬川新稲線以東）
幅員：１６ｍ⇒１２ｍ

②田村橋通り線
（中央線以南）
幅員：２０ｍ⇒１６ｍ

①田村橋通り線
（中央線以北）
幅員：１６ｍ⇒１２ｍ

④萱野東西線～
国文都市４号線間
幅員：１６ｍ

⑤山麓線～
茨木箕面丘陵線間
幅員：１６ｍ

変更のない
路線

今回の検討
で変更した
路線


